
【開業済の方】は、商号（屋号）、所在地に、
現在の事業について、必ず記入してください。
また、「開業届」または「履歴事項全部証明
書」を申請時に添付してください。

【開業済の方のうち、法人設立済の方】および
【開業済の方のうち、個人開業で法人設立の予定のない方】は、
３～７は現在の事業についてご記入ください。

【開業済の方のうち、個人開業で法人設立予定のある方】は、
３～７は設立予定の法人についてご記入ください。

確定していない場合でも、
３～７は予定でご記入く
ださい。
なお、個人開業の場合は、
４は記入不要です。

創業支援事業者から発行
される【確認書】をもとに、
支援内容、期間・回数、
創業支援事業者をご記入
ください。

申請者の住所をご記入ください。
この住所と違うところへの証明書郵送を希望さ
れる場合は、申請時にお申し出ください。

■記入見本と注意点

証明書の交付条件と、各利用目的（メリッ
ト）の利用条件は異なります。
そのため、証明書が交付されてもメリットの利
用ができないことがあります。
利用目的を伺った上で、可能な限りで、メリッ
ト利用時のご案内を新潟市の産業政策課よ
り行います。
なお、証明書が交付されたら、 １にチェックの
ないメリットについても、メリットの利用条件を満
たしていればメリットを受けることができます。


